
船舶事故調査報告書 

令和３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 令和２年１１月１日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨港二
ふた

見
み

地区南方沖 

 東播磨港別
べ

府
ふ

東防波堤灯台から真方位１４５°１.１海里付近 

（概位 北緯３４°４１.０′ 東経１３４°５０.９′） 

事故の概要  プレジャーボート進
しん

藤
どう

丸は、南進中、のり養殖区画に進入し、のり

養殖施設の枠綱を損傷した。 

事故調査の経過 令和２年１１月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 進藤丸、５トン未満（長さ７.９５ｍ） 

２６０－３００７８兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

のり養殖施設 枠綱に損傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時２１分ごろ 

常用薄明開始時刻：０５時５５分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、ＧＰＳプロッ

ターを作動させて東播磨港内を南進中、船長が、周囲に浮子を認め、

のり養殖区画に進入したことに気付き、主機を中立運転としたもの

の、のり養殖施設の枠綱に船首部から乗り上げた後、舵板が同綱に引

っ掛かって停船した。 

 船長は、のり養殖区画西方沖にいた多数の釣り船を避ける目的で、

同区画西端の標識灯（以下「本件標識灯」という。）を左舷方に見て

同区画寄りの海域を航行するつもりであったが、釣り船に意識を向け

た状態で標識灯を確認したので、‘本件標識灯の東側の標識灯’（以下

「本件東方標識灯」という。）を本件標識灯と思い、本件東方標識灯

を左舷方に見て航行したと本事故後に思った。 

 船長は、のり養殖区画の位置を示す線等をＧＰＳプロッターに入力

していなかった。 

分析 

 

 本船は、南進中、船長が、釣り船を避け、本件標識灯を左舷方に見

て航行しようとした際、釣り船に意識を向けた状態で標識灯の確認を

行う中、本件東方標識灯を本件標識灯と思い、本件東方標識灯を左舷

方に見て航行を続けたことから、のり養殖区画に進入し、のり養殖施



設が損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が南進中、船長が、釣り船を避け、本件標識

灯を左舷方に見て航行しようとした際、釣り船に意識を向けた状態で

標識灯の確認を行う中、本件東方標識灯を本件標識灯と思い、本件東

方標識灯を左舷方に見て航行を続けたため、のり養殖区画に進入した

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定の方向にのみ意識を向けることなく、常

時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・ＧＰＳプロッターを備えた船舶では、ＧＰＳプロッターに養殖区

画の位置を示す線等を入力し、船位の確認に有効活用すること。 

 


